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入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ８ 年 ３ 月 ６ 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門  

新 潟 拠 点 長  魚 﨑  浩 司  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  1 5  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  2 4  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  水 中 グ ラ イ ダ ー  一

式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  仕 様 書 に よ る 。  

( 4 )    納 入 期 限  令 和 ９ 年 １ 月 3 1 日  

( 5 )    納 入 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 新 潟 庁 舎  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書

に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 1 0 パ ー セ ン

ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に

１ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は そ の 端 数 を 切 り
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捨 て る も の と す る ｡ ）を も っ て 落 札 価 格 と す る

の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係

る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を

問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分 の

1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。 

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の 「 物 品 の 販 売 契 約 」 の 業 種 「 精 密 機 器

類 」 で 、 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」

い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る

こ と 。  

( 3 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  
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た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )    入 札 書 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を 示 す 場 所 、

入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い 合 わ せ 先  

  〒 9 5 1 - 8 1 2 1  新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 水 道 町 １

－ 5 9 3 9 － 2 2  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 新 潟 拠 点 管

理 チ ー ム  馬 場  駿  電 話 0 2 5 - 2 2 8 - 0 4 5 1  

F A X  0 2 5 - 2 2 4 - 0 9 5 0  

( 2 )    入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  
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   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 水 中 グ ラ イ ダ ー  一 式 入 札

説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、

担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、

上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 水 中 グ ラ イ ダ ー  一 式 入 札

説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社 名 、

担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記

載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ

と 。    

( 3 )  応 札 仕 様 書 等 の 提 出 期 限 及 び 場 所  本 公 告

に 示 し た 物 品 を 納 入 で き る こ と を 証 明 す る 書 類

を 令 和 ８ 年 ４ 月 1 6 日 1 7 時 ま で に 、 上 記 3 ( 1 ) あ

て へ 提 出 す る こ と 。   

( 4 )  入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 方 法  仕 様 書 等 に 関

し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 ３ 日 ま で に

上 記 3 ( 1 ) あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明 書 に

記 載 ） 又 は Ｆ Ａ Ｘ に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま で



 5 

の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全

員 に 対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に

て 公 表 す る こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。 な お 、

当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 に も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

( 4 )   入 札 書 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 ４ 月 1 6 日 1 7

時 （ た だ し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵

便 に よ る こ と と し 、 必 着 の こ と ｡ ）  

( 5 )  開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 ８ 年 ４ 月 1 7 日 1 0

時  新 潟 県 新 潟 市 中 央 区 水 道 町 １ － 5 9 3 9 － 2 2  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 新 潟 庁 舎  

会 議 室  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )    入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 競 争 参 加 資 格 確

認 書 類 に 虚 偽 の 記 載 を し た 者 の 提 出 し た 入 札

書 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 履 行 し な か っ
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た 者 の 提 出 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

( 4 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 5 )    落 札 者 の 決 定 方 法  本 公 告 に 示 し た 物 品 を

納 入 で き る と 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構 水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 新 潟 拠 点 長 が

判 断 し た 入 札 者 で あ っ て 、 予 定 価 格 の 制 限 の

範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を 行 っ

た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

( 6 )    手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 7 )    競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 8 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  



 7 

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y :  U O S A K I  K o j i ,  B r a n c h  

D i r e c t o r ,  N i i g a t a  B r a n c h  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e   

p r o c u r e d :  2 4  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  

p u r c h a s e d :  U n d e r w a t e r  g l i d e r  1 S e t  

( 4 )    D e l i v e r y  p e r i o d :  3 1  J a n u a r y  2 0 2 7  

( 5 )    D e l i v e r y  p l a c e :  N i i g a t a  F i e l d  S t a t i o n ,  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y   

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  
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J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  

②  h a v e  G r a d e  A ,  B ,  C  o r  D  “ S a l e s ” i n  

t e r m s  o f  t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i -

p a t i n g  i n  t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  

R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  

q u a l i f i c a t i o n  f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  

a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  

2 0 2 7 .   

( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 7 : 0 0 ,  1 6  A p r i l  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B A B A  S h u n ,  

A d m i n i s t r a t i o n  T e a m ,  M a n a g e m e n t  D e p a r t -

m e n t  o f  N i i g a t a  B r a n c h ,  F i s h e r i e s  R e -

s o u r c e s  I n s t i t u t e  ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y ,  1 - 5 9 3 9 - 2 2 ，

S u i d o c h o ,  C h u o - k u  ,  N i i g a t a  c i t y ,  N i i g a t a ,  

9 5 1 - 8 1 2 1  J a p a n .  T E L  0 2 5 - 2 2 8 - 0 4 5 1  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

水中グライダー 

 

 

 

調 達 仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 

水産資源研究所 新潟庁舎



第 1 章  総 則 

 

 

１．目的及び用途 

この仕様書は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所新潟庁舎が調達す

る、水中グライダー（以下、「本装置」という。）について規定する。 

本装置は、無人自走式観測機器で長期間の連続観測が可能であり、漁場形成予測、海

況予測に資する海洋観測を遂行するために必要となる我が国周辺海域の高精度・高頻度

な海洋観測データを得ることを目的とする。 

 

２．調達数量 

1式 

 

３．納入場所 

新潟県新潟市中央区水道町 1丁目 5939-22  

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産資源研究所 新潟庁舎 

 

４．検査 

本装置は、国立研究開発法人水産研究・教育機構水産資源研究所新潟庁舎の検査職員に

よる検査を受け合格しなければならない。 

 

５．その他 

（１）本装置の搬送・搬入及び操作説明等に必要な経費は、受注者側で負担すること。 

（２）受注者は、2027年 1月 31 日までに納入を完了すること。 

（３）受注者は、本装置の搬入前又は搬入時に、操作及び試験調整を行うこと。 

（４）受注者は、搬入時に、操作に従事する職員（以下、「担当職員」という）に対し十

分な取扱説明を行うこと。 

（５）受注者は、本装置構成機器について和文で示した取扱説明書を、納入時に 5部提出す

ること。 

（６）受注者は、本装置を初めて海上に投入する際に立ち会い、海上における取り扱い及び

制御に関する説明を当該担当者に行うこと。なお、海上説明の場所、実施日時につい

ては、担当職員と打ち合わせの上、施行すること。 

（７）納入後１年間は性能不良等修理調整が必要になった場合は、無償で迅速に対応するこ

と。 



第 2 章  構 成 

 

１．本装置の概要 

自動的に自機の浮力と重心位置を調整しながら海中を上下移動し、かつ両翼および尾

翼を用いて、水平方向にも自律的に移動しつつ、水深 1000ｍまでの水温、電気伝導度を

航走距離 1500kmに渡り計測できるものであること。海表面での GPS受信によってその水

平移動位置の確認ができ、かつ衛星通信を通じた移動制御とデータ転送を行う機能を有

するものであること。 

 

２．本装置の構成および数量 

 

1．水中グライダー 

1-1．水中グライダー本体   1式 

1-2．水中グライダー用CTDセンサー  1式 

1-3．水中グライダー用溶存酸素センサー 1式 

1-4．水中グライダー用散乱・蛍光センサー 1式 

1-4．海底高度計センサー   1式 

1-6．GPS受信機    1式 

1-7．イリジウム衛星電話通信装置  1式 

1-8．水中グライダー用充電式バッテリー 1式 

1-9．通信ケーブル    1式 

1-10．水中グライダー輸送用ケース  1式 

1-11．輸送・投入用カート   1式



第3章  本装置の仕様 

 

1．水中グライダー 

水中グライダー1式の構成は、本体、CTDセンサー、溶存酸素センサー、散乱・蛍光セン

サー、海底高度計センサー、GPS受信機、イリジウム通信装置、バッテリー、通信ケーブ

ルとする。 

 

1-1．水中グライダー本体 

1-1-1．水深1000ｍまで観測可能な耐圧構造であること。 

1-1-2．CTD センサーの圧力値を基に自機の密度を自動調整して、深度調節を水深 0～1000 

ｍまで精度良く行うことが可能であること。このため、圧力センサーの計測範囲が 0～

1000 dbar以上で且つ精度が 0.5 dbar以内であること。 

1-1-3．水平移動速度が 25cm/sec 以上であること。 

1-1-4．プログラミング（時間）制御による移動制御機能を有すること。 

1-1-5．長さ300cm、胴体直径30cm、横幅110cm及び空中重量80kg以内であること。 

 

1-2．水中グライダー用CTDセンサー 

1-2-1．水温、電導度（塩分）センサーが付属しており、ポンプ非搭載型であること。 

1-2-2．サンプリング周波数が2Hz以上、精度は水温0.005℃、電導度0.0003 S/m以内であ

り、測定範囲は水温が-5℃～30℃、電導度が0～9 S/mであること。 

 

1-3．水中グライダー用溶存酸素センサー 

1-3-1．光学式の溶存酸素センサーが付属していること。 

1-3-2．センサー精度は溶存酸素飽和度の2%以内であり、測定範囲は0～120%以上であるこ

と。 

 

1-4．水中グライダー用散乱・蛍光センサー 

1-4-1．光学式のクロロフィル蛍光、CDOM蛍光、散乱強度を計測可能なコンビネーション

センサーが付属していること。 

1-4-2．クロロフィル蛍光光度計の精度は0.1μg/L以内であり、測定範囲は0～50μg/L以

上であること。  

1-4-3．CDOM蛍光光度計の精度は0.5 ppb以内であり、測定範囲は0～300 ppb以上である 

こと。  

1-4-4．散乱強度計の計測精度は0.005 m-1以内であり、測定範囲は0～4 m-1以上であるこ

と。  

 

1-5．海底高度計センサー 

1-5-1．海底高度計センサーが付属しており、潜行中に海底を検知した場合、自動的に浮

上を始め、海底への激突を防ぐ機能を有すること。 

 

1-6．GPS受信機 

1-6-1．GPS受信機が付属しており、位置および時間情報を取得し、そのデータを保持する

機能を有すること。 



 

1-7．イリジウム衛星電話通信装置 

1-7-1．RUDICS方式に対応したイリジウム衛星電話通信装置が付属しており、双方向通信

による移動制御機能を有すること。 

1-7-2．イリジウム衛星電話通信を用いてCTDデータおよびGPSの位置、時間データを、海

面上昇時に陸上にデータを転送する機能を有すること。 

 

1-8．水中グライダー用充電式バッテリー 

1-8-1．連続航走期間が2ヶ月以上、水温・塩分計測等の標準的な観測をした場合の航走距

離として1500km以上連続運転（無流速下を想定）が可能な充電式バッテリーならびに

専用の充電器を付属していること。 

 

1-9．通信ケーブル 

1-9-1．水中グライダーの投入前、回収後の動作状況を確認するために、ノート型PC（船

上）と水中グライダーの間の有線通信を可能とする通信ケーブルが付属しているこ

と。 

 

1-10．水中グライダー輸送用ケース 

1-10-1．輸送用ケースが付属していること。 

 

1-11．輸送・投入用カート 

1-11-1．輸送・投入用カートが付属していること。 
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